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中村涜先生略歴・主要著作目録

中
村
洗
先
生
　
略
歴

一
九
二
七
年
十
二
月
六

一
九
五
〇
年
九
月

　
　
　
　
　
一
〇
月

一
九
五
六
年
一
月

一
九
五
六
年
一
〇
月

一
九
六
二
年
四
月

一
九
六
三
年
四
月

一
九
七
∩
）
年
一
〇
月

一
九
七
九
年
一
〇
月

一
九
八
八
年
一
〇
月

一
九
九
二
年
三
月

二
〇
〇
七
年
二
月
一

日日

東
京
都
に
生
ま
れ
る

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
（
旧
制
）
卒
業

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
助
手

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
助
教
授
（
平
時
国
際
法
）

国
際
法
学
会
評
議
員

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
（
国
際
法
）

慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
委
員
（
国
際
法
特
殊
講
義
・
研
究
）

国
際
法
学
会
理
事

国
際
法
学
会
編
集
主
任
（
国
際
法
外
交
雑
誌
）
（
一
九
八
二
年
一
〇
月
ま
で
）

国
際
法
協
会
日
本
支
部
理
事

慶
鷹
義
塾
大
学
名
誉
教
授

慶
鷹
義
塾
大
学
病
院
に
て
逝
去
（
享
年
七
九
歳
）
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法学研究80巻10号（2007：10）

中
村
洗
先
生
　
研
究
業
績
一
覧

〈
論
説
ま
た
は
解
説
〉

「
国
際
法
に
お
け
る
取
得
時
効
と
公
海
海
床
の
領
有
（
一
）
（
二
）
（
三
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
二
七
巻
第
一
〇
・
一
一
・
一
二
号
　
［
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）

「
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
駐
留
軍
の
刑
事
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
ー
エ
ジ
プ
ト
混
合
裁
判
所
の
判
決
を
中
心
と
し
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
二
七
巻
二
号
　
［
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）

「
公
海
の
自
由
と
定
着
漁
業
の
法
理
（
一
）
（
二
）
」
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
二
八
巻
第
九
・
一
〇
号
　
［
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）

「
歴
史
的
湾
又
は
歴
史
的
水
域
の
法
理
（
一
）
（
二
）
（
三
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
二
九
巻
第
六
・
二
号
第
三
〇
巻
第
七
号
　
［
一
九
五
六
・
七
（
昭
和
三
一
・
二
）

「
国
際
司
法
裁
判
所
」
（
前
原
光
雄
と
共
同
執
筆
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
五
巻
第
↓
丁
三
・
四
号
　
［
一
九
五
六
（
昭
和
一
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
再
録
】
国
際
法
学
会
『
国
際
連
合
の
一
〇
年
』
有
斐
閣
　
コ
九
五
七
（
昭
和
三
二
）

「
イ
ギ
リ
ス
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
漁
業
事
件
の
国
際
法
的
意
義
」
（
学
会
報
告
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
六
巻
第
三
号
　
［
一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）

「
サ
イ
プ
ラ
ス
島
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
六
巻
第
四
・
五
号
　
コ
九
五
八
（
昭
和
三
三
）

「
海
洋
国
際
法
の
新
発
展
ー
湾
と
無
害
通
航
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
交
時
報
第
二
号
　
コ
九
五
九
（
昭
和
三
四
）

年
］年年

一　」一

年
］年年

一　一
年年年
一　一　一
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「
領
海
及
び
接
続
水
域
に
関
す
る
条
約
」
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
八
巻
第
一
・
二
号
　
［
一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
］

「
国
際
海
洋
法
の
新
発
展
－
接
続
水
域
と
継
続
追
跡
権
」
（
前
原
光
雄
の
名
に
お
い
て
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
交
時
報
第
二
二
号
　
コ
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
］

「
歴
史
的
湾
の
制
度
、
そ
の
法
典
化
へ
の
構
想
ー
歴
史
的
湾
に
関
す
る
覚
え
書
き
に
関
連
し
て
」
（
学
会
報
告
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
三
二
巻
第
九
号
　
［
一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
］

．
．
鼠
B
口
、
ω
勾
〇
一
Φ
ぎ
9
0
d
三
一
a
Z
讐
o
冨
、
、
　
　
　
　
討
冨
羅
ω
Φ
＞
g
⊆
巴
○
＝
日
。
3
四
ユ
o
⇒
巴
霊
≦
（
匂
＞
F
y
Z
o
●
ω
（
一
〇
田
）

．
、
↓
箒
［
畠
巴
O
g
ω
寝
幕
辞
一
g
o
跳
霞
ω
8
誉
毘
野
篇
窪
α
≦
餌
辞
①
お
．
、
脳
碧
き
＞
目
惹
一
〇
｛
霊
≦
蝉
区
℃
o
一
三
。
ω
）
Z
o
。
。
（
一
3
・
。
）

．
．
囚
o
お
讐
寄
9
鼠
讐
一
〇
⇒
O
⊆
o
ω
醗
一
2
鋤
＆
℃
o
ω
三
く
①
冒
9
3
③
二
g
巴
9
≦
、
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』
≧
r
Z
o
●
“
（
一
8
0
）

「
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
湾
の
内
海
化
宣
言
に
つ
い
て
1
内
海
化
宣
言
の
意
味
と
国
際
法
的
効
果
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
六
〇
巻
第
四
・
五
・
六
号
　
＝
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
］

「
海
洋
漁
業
資
源
の
保
存
と
国
際
漁
業
の
規
制
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
国
際
問
題
研
究
所
編
『
国
際
経
済
法
の
諸
問
題
・
続
』

「
継
続
追
跡
権
の
法
理
」
　
　
　
　
　
前
原
光
雄
教
授
還
暦
記
念
『
国
際
法
学
の
諸
問
題
』
慶
鷹
通
信

「
国
際
漁
業
法
の
新
動
向
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
問
題
第
三
八
号

「
歴
史
的
水
域
の
制
度
の
法
典
化
に
つ
い
て
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
三
八
巻
第
四
号

「
日
韓
漁
業
協
定
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
六
四
巻
第
四
・
五
号

「
大
陸
棚
漁
業
資
源
に
つ
い
て
1
一
九
六
四
年
の
合
衆
国
た
ら
ば
が
に
漁
業
法
に
関
連
し
て
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
三
九
巻
第
二
号

「
国
際
法
委
員
会
の
構
成
と
機
能
（
一
）
（
二
）
」
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
三
九
巻
第
四
・
五
号

「
一
般
国
際
法
の
強
行
規
範
と
抵
触
す
る
条
約
に
つ
い
て
」
　
　
　
　
法
学
研
究
第
四
〇
巻
第
二
号

「
強
行
規
範
に
抵
触
す
る
条
約
の
無
効
・
終
了
」
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
六
七
巻
第
四
号

一　　「一「　　「一「　　一　　一

九九九九九　エの　　 エハ　　　ム　　 ム　　 ハしム

ノペ　ノペ　ノヤ　ノペ　ノペ

六五三三ニ
ハ　　　　　ハ　　ハ　　ハ

日召　日召　日召　日召　日召

和和和和和
四四三三三
一〇八八七）　　）　　）　　）　　）

年年年年年
一　　一　　一　　一　　」＿＿

コ
九
六
六

［
一
九
六
六

□
九
六
七

［
一
九
六
八

ハ　 　　 　　 　日召　日召　日召　日召

和和和和
四四四四
）　 ）　 ）　 ）

年年年年
」＿司　一　」一　 一
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「
海
洋
法
の
諸
問
題
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
問
題
第
二
一
号
　
［
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
」

「
漁
業
水
域
の
法
的
概
念
に
つ
い
て
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
四
三
巻
第
三
号
　
二
九
七
〇
（
昭
和
四
五
）
年
］

「
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
航
路
整
備
問
題
と
国
際
法
」
海
事
産
業
研
究
所
報
第
五
一
号
コ
九
七
〇
（
昭
和
四
五
）
年
］

「
群
島
に
お
け
る
領
水
の
画
定
に
つ
い
て
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
四
四
巻
第
二
号
　
コ
九
七
一
（
昭
和
四
六
）
年
］

「
海
洋
開
発
と
国
際
連
合
－
海
洋
法
問
題
を
め
ぐ
る
国
連
二
五
年
の
回
顧
と
第
三
次
海
洋
法
会
議
へ
の
展
望
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
六
九
巻
第
四
・
五
・
六
号
　
［
一
九
七
一
（
昭
和
四
六
）
年
］

「
領
海
の
幅
に
関
す
る
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
」
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
四
五
巻
第
二
号
　
コ
九
七
二
（
昭
和
四
七
）
年
］

「
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
問
題
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
五
〇
四
号
　
［
一
九
七
二
（
昭
和
四
七
）
年
］

「
領
海
・
国
際
海
峡
・
群
島
水
域
の
通
航
権
－
第
三
次
海
洋
法
会
議
準
備
委
員
会
に
お
け
る
諸
提
案
を
め
ぐ
っ
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海
事
産
業
研
究
所
報
第
九
二
号
　
□
九
七
四
（
昭
和
四
九
）
年
］

「
海
洋
国
家
日
本
は
生
き
残
れ
る
か
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
済
往
来
第
二
八
巻
七
月
号
　
コ
九
七
六
（
昭
和
五
一
）
年
］

．
．
↓
『
o
O
『
鋤
p
讐
昌
鵬
oo
叶
毎
簿
ξ
①
o
噛
【
暮
o
B
簿
一
〇
＝
巴
一
鋤
≦
o
コ
竃
畦
ぎ
o
＝
＜
言
Φ
q
勾
①
ω
○
弩
8
ω
．
．

　
ω
9
ヨ
己
ゴ
き
ω
o
ぴ
9
閑
。
印
↓
○
叶
け
窪
一
戸
9
0
こ
巴
こ
S
ミ
ミ
、
ミ
N
き
晦
』
霧
ミ
誉
q
し
o
－
～
§
ミ
N
謁
蔑
ミ
ご
諜
鴇
≦
①
ω
薯
一
①
≦
即
窃
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
ミ
）

「
二
一
海
里
領
海
領
海
と
国
際
海
峡
の
三
海
里
凍
結
」
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
六
四
七
号
　
二
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
］

コ
一
〇
〇
海
里
経
済
水
域
と
日
本
漁
業
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
六
二
八
号
　
［
一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
］

「
二
〇
〇
海
里
水
域
の
国
際
化
と
日
本
の
海
洋
政
策
」
　
　
『
日
本
の
海
洋
政
策
』
第
一
号
（
外
務
省
）
　
□
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
］

「
海
域
の
画
定
と
海
の
資
源
の
分
割
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
海
の
国
境
（
第
五
回
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
議
事
録
）
』
（
日
本
海
洋
協
会
）
　
□
九
八
一
（
昭
和
五
六
）
年
］

「
核
積
載
軍
艦
の
領
海
通
過
に
つ
い
て
1
領
海
条
約
の
解
釈
と
ソ
ビ
エ
ト
事
故
原
潜
に
対
す
る
適
用
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
教
室
第
コ
ニ
号
　
二
九
八
二
（
昭
和
五
六
）
年
］
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「
海
洋
法
の
軌
跡
と
動
向
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
刊
貿
易
と
産
業
第
八
二
巻
第
四
号
　
コ
九
八
二
（
昭
和
五
七
）
年
」

．
．
↓
箒
｝
）
霧
。
。
謎
①
9
『
o
⊆
鵬
7
9
①
↓
R
葺
o
ユ
巴
ω
窪
o
貼
閃
o
『
o
飼
昌
≦
畦
ω
三
2
8
員
風
p
鵬
Z
＝
色
o
巽
≦
＄
O
O
扉
一
＞
p
一
葺
R
℃
お
臼
鉱
o
二

〇
脇
チ
①
O
o
⇒
＜
Φ
昌
ユ
o
⇒
o
昌
9
Φ
↓
の
霞
詳
o
ユ
巴
ω
窪
帥
昌
α
9
①
O
o
葺
碍
⊆
〇
二
ω
N
o
⇒
①
節
コ
α
一
房
＞
O
O
＝
8
二
〇
昌
8
9
①
ω
8
ズ
Φ
＝
ω
（
）
＜
一
卑

Z
q
o
一
窪
『
℃
○
≦
R
①
α
ω
仁
σ
ヨ
畦
ぎ
o
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匂
＞
一
ダ
Z
ρ
謡
（
這
O
o
N
）

「
海
洋
法
条
約
と
日
本
の
法
的
対
応
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
七
八
一
号
　
［
一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
］

「
排
他
的
経
済
水
域
の
法
的
性
質
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
教
室
第
三
四
号
　
［
一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
再
録
】
『
国
際
法
の
基
本
問
題
』
（
有
斐
閣
）
　
＝
九
八
六
（
昭
和
六
一
）
年
一

「
国
際
紛
争
に
お
け
る
非
司
法
的
解
決
手
続
の
意
義
ー
国
際
審
査
と
調
停
に
つ
い
て
」
（
学
会
報
告
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
七
八
二
号
　
コ
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
一

「
国
際
紛
争
の
解
決
手
段
と
し
て
の
事
実
審
査
ー
レ
ッ
ド
ク
ル
セ
イ
ダ
ー
号
事
件
審
査
報
告
に
関
連
し
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
五
六
巻
第
三
号
　
＝
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
」

「
板
倉
卓
造
の
国
際
法
学
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
水
伸
『
板
倉
卓
造
抄
伝
』
　
二
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
年
一

「
国
連
海
洋
法
条
約
に
対
す
る
解
釈
宣
言
に
つ
い
て
」
　
　
『
海
洋
法
と
海
洋
政
策
』
第
八
号
（
外
務
省
　
＝
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
］

「
国
連
海
洋
法
条
約
に
対
す
る
一
方
的
宣
言
ー
署
名
時
の
解
釈
宣
言
な
い
し
留
保
に
関
連
し
て
」
（
学
会
報
告
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
八
三
巻
第
六
号
　
［
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
］

「
排
他
的
経
済
水
域
と
大
陸
棚
の
関
係
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
小
田
滋
先
生
還
暦
記
念
海
洋
法
の
歴
史
と
展
望
』
（
有
斐
閣
）
　
［
一
九
八
六
（
昭
和
六
一
）

「
日
本
沿
岸
大
陸
棚
て
外
国
法
人
が
行
っ
た
探
鉱
業
の
所
得
に
対
す
る
所
得
税
の
適
用
（
昭
五
九
・
三
二
四
東
京
高
判
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
昭
和
六
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
』
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
八
六
二
号
）
　
［
一
九
八
六
（
昭
和
六
］
）

「
国
際
紛
争
に
対
す
る
国
際
司
法
機
関
の
機
能
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
八
七
五
号
　
二
九
八
七
（
昭
和
六
二
）

「
海
洋
二
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
九
〇
〇
号
『
法
律
事
件
百
選
』
　
コ
九
八
八
（
昭
和
六
三
）

年
一年年年

＿＿司　一　 」一＿
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「
色
丹
島
周
辺
海
域
で
日
ソ
合
弁
事
業
の
名
の
も
と
に
日
本
国
民
が
行
っ
た
漁
業
操
業
へ
の
日
本
の
漁
業
法
令
の
適
用
；
ウ
タ
リ
共
同
事

件
控
訴
審
判
決
（
平
四
・
四
・
一
六
札
幌
高
判
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
平
成
四
年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
一
〇
二
四
号
　
コ
九
九
三
（
平
成
五
）
年
］

「
国
際
法
の
理
論
と
現
実
－
核
兵
器
の
使
用
を
め
ぐ
っ
て
」
　
　
　
　
　
　
『
書
斎
の
窓
』
第
四
三
九
号
　
□
九
九
四
（
平
成
六
）
年
］

「
国
連
海
洋
法
条
約
と
海
洋
基
本
法
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
一
〇
九
六
号
　
□
九
九
六
（
平
成
八
）
年
］

「
直
線
基
線
の
設
定
に
よ
り
日
本
の
領
海
と
な
っ
た
海
域
に
お
け
る
韓
国
漁
船
の
取
締
り
と
裁
判
管
轄
権
（
平
九
・
八
・
一
五
松
江
地
裁

浜
田
支
部
判
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
平
成
九
年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
二
三
五
号
　
コ
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
］

「
事
実
審
査
ー
レ
ッ
ド
ク
ル
セ
イ
ダ
ー
号
事
件
1
」
　
　
　
　
『
国
際
法
判
例
百
選
』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
　
［
二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年
］

．
．
↓
冨
O
o
薯
。
呂
g
噛
9
9
。
勺
四
亀
8
ω
①
注
①
日
①
葺
o
＝
導
①
ヨ
呂
o
昌
巴
U
一
ω
薯
辞
①
ω
ぎ
匹
ω
8
昌
巴
零
お
o
①
＆
＜
①
”

　
冒
O
o
日
ヨ
①
ヨ
○
轟
試
o
ロ
o
柚
9
①
閃
営
ω
一
頃
謎
ま
勺
＄
8
0
0
獣
角
①
⇒
8
．
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』
》
F
）
Z
o
．
お
（
8
0
0
）
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〈
翻
訳
（
論
文
及
び
報
告
）
〉

ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
（
一
壁
9
∈
霧
窪
）
甲
）
「
国
際
法
に
お
け
る
変
化
の
不
可
避
性
と
利
害
調
整
の
必
要
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
太
平
洋
の
利
用
と
開
発
』
第
一
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
議
事
録
（
日
本
海
洋
協
会
）

ヘ
ン
キ
ン
（
缶
Φ
鼻
β
r
）
「
変
動
す
る
海
洋
法
一
技
術
と
法
と
政
治
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
海
洋
技
術
と
法
』
第
二
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
議
事
録
（
日
本
海
洋
協
会
）

エ
ヴ
ェ
ン
セ
ン
（
国
く
窪
器
P
臼
9
）
「
現
れ
つ
つ
あ
る
海
洋
法
”
海
洋
技
術
と
法
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
海
洋
技
術
と
法
』
第
二
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
議
事
録
（
日
本
海
洋
協
会
）

ゴ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（
O
o
一
α
忍
昌
）
零
＞
。
）
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
と
海
洋
法
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
↓
即
国
Z
O
ω
』
一
九
八
一
年
二
一
月
号
（
在
日
米
国
大
使
館
）

□
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
］

□
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
］

コ
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
］

［
一
九
八
一
（
昭
和
五
六
）
年
］



中村涜先生略歴・主要著作目録

ゲ
ッ
ク
（
O
①
o
F
≦
．
零
）
「
今
日
の
世
界
に
お
け
る
外
交
的
保
護
」
　
　
法
学
研
究
第
五
九
巻
第
一
号
　
コ
九
八
六

　
　
く
翻
訳
（
条
約
及
び
草
案
）
V

「
欧
州
防
衛
共
同
体
を
設
立
す
る
た
め
の
条
約
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
一
一
六
巻
第
七
号
　
コ
九
五
三

「
国
連
第
三
次
海
洋
法
会
議
”
非
公
式
単
一
交
渉
草
案
第
W
部
（
仮
訳
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
海
運
振
興
会
国
際
海
運
問
題
研
究
会
　
［
一
九
七
五

「
解
釈
宣
言
国
連
海
洋
法
条
約
の
署
名
・
批
准
に
当
た
っ
て
付
さ
れ
た
宣
言
、
答
弁
権
の
行
使
に
よ
る
関
係
国
の
声
明
」

し
て
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
海
洋
法
と
海
洋
政
策
』
第
八
号
（
外
務
省
　
コ
九
八
五

　
　
〈
資
料
〉

「
北
大
西
洋
条
約
機
構
に
関
す
る
諸
条
約
」
　
　
　
　
　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
二
巻
一
・
二
号

「
北
朝
鮮
帰
還
問
題
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
年
報
第
三
巻

「
国
際
法
協
会
五
〇
回
記
念
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
総
会
に
出
席
し
て
」
　
　
　
法
学
研
究
第
三
六
巻
第
五
号

「
南
氷
洋
捕
鯨
会
議
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
年
報
第
五
巻

「
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
号
事
件
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
年
報
第
五
巻

「
新
し
く
国
際
法
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綜
合
法
学
第
七
巻
第
五
号

（
昭
和
六
一
）
年
］

　　　　　　ハ　　　　　　

昭皇昭　昭

　丘隻筒隻窪

．
、
日
箒
』
昌
鋤
昌
－
C
三
辞
B
ω
＄
毎
ω
Z
①
喰
〇
二
曽
二
〇
霧
8
蓉
①
3
ぎ
磯
内
ぎ
臓
9
呂
コ
ω
幕
身
ぎ
け
冨
国
霧
毎
ヨ
ω
①
ぼ
ぎ
鵬
oo
＄
、
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匂
＞
【
“
Z
9

「
当
面
す
る
北
洋
漁
業
問
題
と
国
際
法
」
　
　
　
　
大
日
本
水
産
会
北
洋
漁
業
対
策
特
別
委
員
会
資
料
　
［
一
九
六
六

リ　　　　　ヤソ　　　　 ワ　 ワ　 ワ　 　　　つ　ワ

　　『ベ　　　コ　　　ムベベ　　べ
九　ω九九九九九九
六匂魯六六六六六五
六＞＝，四四四三二三
　一　口
（い鵬　（（（（（（日召　）　　oo　日召　日召　日召　日召　日召　日召

和多＄智和麺智麺智
四〇ご二二二二二一一

（
　 九九九八七八

）　 トー　　　　）　 ）　 ）　 ）　 ）　）
　ゆ年緕　年年年年年年」＿＿」　）　　　　　 一　 一　 一　 」＿一J　」＿」　 」＿＿」
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「
日
本
の
当
面
す
る
海
洋
政
策
ー
尖
閣
列
島
の
大
陸
棚
問
題
そ
の
他
1
」
自
由
民
主
党
学
習
シ
リ
ー
ズ

「
公
海
の
漁
業
資
源
等
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
年
報
第
二
巻

「
公
海
の
漁
業
資
源
等
を
諸
問
題
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
年
報
第
二
一
巻

「
メ
キ
シ
コ
の
排
他
的
経
済
水
域
に
関
す
る
法
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
外
国
海
洋
法
制
の
研
究
第
一
号
』
（
日
本
海
洋
協
会
）

「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
海
域
画
定
と
外
国
艦
船
の
通
航
の
規
制
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
外
国
海
洋
法
制
の
研
究
第
二
号
』
（
日
本
海
洋
協
会
）

「
I
C
N
A
F
か
ら
N
A
F
O
へ
1
二
〇
〇
海
里
以
後
の
北
西
大
西
洋
漁
業
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
季
刊
海
洋
時
報
』
第
一
七
号

「
国
際
法
の
基
本
文
献
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
色
旗
』
第
四
二
三
号

「
国
際
法
の
基
本
文
献
・
続
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
三
色
旗
』
第
四
五
一
号

「
海
洋
法
の
文
献
資
料
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
」
　
　
　
　
　
　
　
　
『
季
刊
海
洋
時
報
』
第
四
五
号

コ
九
七
二

［
一
九
七
三

＝
九
七
四
　　　　　　　　ハ

昭昭昭
和和和
四四四
九八七
）　　　）　　　）

年年年
一　　　一　　　一

＝
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
］

［
一
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
］

コ
九
八
○
（
昭
和
五
五
）

二
九
八
三
（
昭
和
五
八
）

［
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）

［
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）

年年年年
」＿」　」一」　一　」＿

〈
文
献
紹
介
・
書
評
〉

ω
ユ
R
一
ざ
匂
■
一
こ
ト
ミ
鳶
ミ
≧
簿
、
、
ミ
N
。
り
－
』
ミ
～
ミ
ミ
織
ミ
ら
織
ミ
～
ミ
、
、
ミ
～
ミ
ミ
、
、
ミ
、
、
ミ
ミ
N
ト
ミ
奄
ミ
、
ミ
R
）
“
岳
①
瓢
こ

一
餌
9
0
∈
霧
『
戸
＝
こ
～
、
N
、
ミ
、
、
ミ
気
ミ
ミ
、
ト
ミ
亀
ミ
ミ
窺
黛

肉
8
鈎
ム
‘
ト
ミ
～
さ
、
、
ミ
～
織
爲
§
薫
ミ
、
ミ
ヘ
ミ
G
り
一
〇
田

ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
著
国
際
法
原
理
一
九
五
二

　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
二
四
巻
第
二
号
　
［
一
九
五
一

ミ
ミ
幅
肉
耐
ミ
G
。
」
3
0

　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
二
五
巻
第
七
号
　
［
一
九
五
二

　
　
　
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
二
巻
第
六
号
　
［
一
九
五
三

　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
第
二
六
巻
第
一
号
　
＝
九
五
三

一
⑩
お

（
昭
和
二
六
）
年
］

（
昭
和
二
七
）
年
］

（
昭
和
二
八
）
年
］

（
昭
和
二
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